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日頃の感謝を込めて　お客様各位
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絶賛好評中！

[image: image3.wmf] 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H２２．１２月　第７４号　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　間木
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　秋も深まり京都の山々も少しずつ色づいてきましたが、みなさま

　いかがお過ごしでしょうか？

　さて、今回はについてのお話です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　先月号に引き続き、会社を設立するにあたって決めなければならないことの一つです。

　従前は、株式会社を設立するためには１０００万円以上必要でした。これが株式会社を設立する際の大きなハードルとなっていました。それが、現在の会社法の元では１０００万円という制限がなくなりましたので１円からでも設立することは可能になっています。せっかく魅力的な会社モデルをお考えであったのに資本金の壁で設立を断念せざるを得なかった方々にとって起業がしやすくなったといえるでしょう。

　ただ、１円から設立可能といっても本当に１円で設立したとしたら、後々以下のようなデメリットが考えられます。

1 融資が受けにくい

・・・金融機関に融資を申し込んだ際に、融資審査基準のひとつとなるのが資本金です。

　　　資本金の額が余りにも低額であれば与信審査に通りにくいといわれています。

2 後々増資することが考えられる。

・・・気軽に設立できるのも一つの魅力ですが、後々の煩雑さを思えばある程度の金額は初めから用意しておいたほうがよいでしょう。

3 許認可との関係

・・・例えば建設業許可の場合は、５００万円以上の自己資本が許可の条件となっています。（ただ、これは資本金の額が必要十分要件となっているわけではなく、５００万円以上の銀行の残高証明書でも可能です。）前回の目的と同様、設立の際には登記できるかの他にも、許認可が受けられるか否かが大切なポイントとなります。

起業に際しては、経営者の方々は今後のビジネスについて頭を悩ませてお忙しいことと存じます。設立については私ども専門家にお気軽にお尋ね下さい！

☆このマガジンをご持参頂いた方は相談無料です。知人・友人の方でもＯＫ

　　　　☆このマガジンをご持参頂いた方は相談無料です。知人・友人の方でもＯＫ！


～～～　今月のスタッフ紹介　～～～


氏　名：間木　わか奈　　　　出身地：　京都府　　　　趣　味：音楽鑑賞・野球観戦


コメント：皆様に満足して頂き信頼関係を築いていけるよう努めてまいります。
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あなたのサポ－タ－でありたいと思っています。お気軽にご相談下さい。


司法書士法人　Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ


京都市中京区烏丸通六角西南角　第１１長谷ビル5Ｆ


ＴＥＬ　０７５－２５６－４５４８　　　ＦＡＸ　　０７５－２５５－６３２８


フリ－ダイヤル　0120-356-652


E-Mail　f-office@256.co.jp　　　　ＨＰ　http://www.256.co.jp/


土曜日、日曜日そして祝日も営業いたしております。





資本金
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